
 

 

 

人 事 院 会 議 議 事 録  

 

 

会 議 日 

 令和６年１１月２１日 木曜日 

 

会議の出席者 

 

            川本総裁 伊藤人事官 土生人事官  

           （幹 事）   柴﨑事務総長、役田総括審議官 

           （説明員）  （給与局） 

             井手給与第三課長 

 

 議 題 

人事院規則９―５５（特地勤務手当等）の一部改正 

 

 議事の概要 

  

○ 議題「人事院規則９―５５（特地勤務手当等）の一部改正」について、担当局

から別添のとおり説明があった。 

 

○ 議題については、三人事官一致で議決された。 

 

                                                              



 

 

 

院 議 資 料 

 

人事院規則９―５５（特地勤務手当等）の一部改正について 

 

                           令和６年11月21日 

給   与   局 

 

１ 改正内容 

  特地勤務手当を支給する官署については、人事院規則９―５５(特地勤務手当等)

別表において官署名、所在地及び級別区分を規定している。 

今般、当該別表に掲載されている奄美市に所在する名瀬測候所、奄美海上保安部

及び鹿児島財務事務所名瀬出張所が同市内に新たに完成した合同庁舎に移転する

こととなった。   

移転先について、指定基準に基づき確認したところ、引き続き３級地に該当する

ため、これらの官署について、所在地の改正を行う。 

 

２ 公布日・施行日 

  公布日：令和６年１１月２８日 

  施行日：令和６年１１月２８日（名瀬測候所関係） 

      同年１２月１０日（奄美海上保安部関係） 

      令和７年１月１４日（鹿児島財務事務所名瀬出張所関係） 

 

                              以   上    
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